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新 旧 対 照 表   【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】 （共通事項・治山事業・林道事業） 

改 正 後 現   行 備  考 

 

共  通  事  項 

 

１－１ ～ １－３ 【 省 略 】 

 

１－４ 構造物関係 

１－４－１ 丸太柵工（Ｓ６１１０）     （令和3年7月15日付 森政第402号 改正） 

丸太柵工歩掛（4段、柵高48㎝）                   （10ｍあたり） 

名  称 数 量 単位 摘  要 

杭   木 10.0 本 φ10cm L＝1.50m 

横 丸 太 20.0 本 φ12cm L＝2.00m 

結 束 線 2.40 ㎏ なまし鉄線 ＃12(2.6mm) 

普通作業員 1.07 人  

（注）1．本歩掛は、杉間伐材を用いた丸太柵工に適用する。 

2．杭木は杉丸棒杭（県産杉間伐材）、横丸太は杉丸棒（県産杉間伐材）を標準とする。 

 

１－４－２ 丸太筋工（Ｓ４９５２）     （令和3年7月15日付 森政第402号 改正） 

丸太柵工歩掛（2段、柵高24㎝）                   （10ｍあたり） 

名  称 数 量 単位 摘  要 

杭   木 10.0 本 φ10㎝ L＝1.00m 

横 丸 太 10.0 本 φ12㎝ L＝2.00m 

結 束 線 1.20 ㎏ なまし鉄線 ＃12(2.6mm) 

普通作業員 0.69 人  

（注）1．本歩掛は、県産杉間伐材を用いた丸太筋工に適用する。 

2．杭木は杉丸棒杭（県産杉間伐材）、横丸太は杉丸棒（県産杉間伐材）を標準とする。 

 

１－４－３ 丸太防風柵工（Ｓ６１０３）   （令和3年7月15日付 森政第402号 改正） 

丸太防風柵工歩掛                           （100ｍあたり） 

名  称 
丸太長 

単位 摘  要 
L=1.5ｍ L=3.0ｍ 

杉丸棒(県産材スギ間伐材) 83.33 本 φ12㎝ 

結 束 線 1.94 ㎏ なまし鉄線 ＃10(3.2mm) 

世 話 役 0.09 0.18 人  

普通作業員 0.36 0.71 人  

（注）1．本歩掛は、杉丸棒(県産スギ間伐材)を用いた丸太防風柵工に適用する。 

2．掘削・埋戻は別途計上する。 

3．杉丸棒をボルト・ナットで固定する場合は別途考慮する。 

 

１－４－４ 【 省 略 】 

 

 

共  通  事  項 

 

１－１ ～ １－３ 【 省 略 】 

 

１－４ 構造物関係 

１－４－１ 丸太柵工（Ｓ６１１０） 

丸太柵工歩掛（柵高50㎝）                     （10ｍあたり） 

名  称 数 量 単位 摘  要 

杭   木 10.0 本 φ10cm程度 L＝1.50m 

横 丸 太 25.0 本 φ 8～10cm  L＝2.00m 

結 束 線 3.0 ㎏  

普通作業員 1.0 人  

（注）1．本歩掛は、杉間伐材を用いた丸太柵工に適用する。 

2．杭木は杉丸棒杭（県産杉間伐材）、横丸太は杉丸棒（県産杉間伐材）Ｂ級を標準とする。 

 

１－４－２ 丸太筋工（Ｓ４９５２） 

丸太柵工歩掛（柵高30㎝）                     （10ｍあたり） 

名  称 数 量 単位 摘  要 

杭   木 10.0 本 φ10㎝   L＝1.00m 

横 丸 太 15.0 本 φ 8～10cm  L＝2.00m Ｂ級 

結 束 線 1.8 ㎏  

普通作業員 0.66 人  

（注）1．本歩掛は、県産杉間伐材を用いた丸太筋工に適用する。 

     (新設) 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４－３ 【 省 略 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩掛改正 

(R3.7.15付け森政

第 402 号森林政策

課長通知による) 

 

 

 

 

歩掛改正 

(R3.7.15付け森政

第 402 号森林政策

課長通知による) 

 

 

 

 

 

歩掛改正 

(R3.7.15付け森政

第 402 号森林政策

課長通知による) 
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新 旧 対 照 表   【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】 （共通事項・治山事業・林道事業） 

改 正 後 現   行 備  考 

 

１－４－５ 【 省 略 】 

 

１－４－６ 丸太伏工（Ｓ５４９３）     （令和3年7月15日付 森政第402号 改正） 

丸太伏工歩掛（丸太2.0ｍ）                     （10ｍあたり） 

名  称 数 量 単位 摘  要 

杉丸棒(県産材スギ間伐材) 83.33  本 φ12㎝ L＝2.00m 

かすがい 166.66  本 φ9mm L＝120mm 

世 話 役 0.43  人  

普通作業員 1.31  人  

（注）1．本歩掛は、伏せ丸太をかすがいで連結し、土砂及び軟岩ⅠＡの切土法尻に設置する丸太伏工に

適用する。 

2．伏せ丸太をアンカーピン等で法面に固定する場合には、必要な経費を別途計上する。 

3．必要に応じ、防腐処理、防草シートを別途計上する。 

4．本歩掛には、20m程度の現場内小運搬を含む。 

 

１－４－７ 【 省 略 】 

 

１－４－８ 【 省 略 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４－４ 【 省 略 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４－５ 【 省 略 】 

 

１－４－６ 【 省 略 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩掛改正 

(R3.7.15付け森政

第 402 号森林政策

課長通知による) 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

 

字句修正 
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新 旧 対 照 表   【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】 （共通事項・治山事業・林道事業） 

改 正 後 現   行 備  考 

 

１－４－９ コルゲートフリューム水路工 

１－４－９－１ 【 省 略 】 

 

１－４－９－２ ＳＺＫ１２の子施工（ＳＺＫＫ１） 

コルゲートフリューム水路工設置歩掛                  10ｍあたり 

名  称 規  格 数 量 単位 適   要 

コルゲートフリューム  10.00 ｍ ＳＰ２０６６ 

パッキン  10.00 ｍ  

止杭打込 φ10cm×1.5ｍ 8 本 ＳＰ２１０１ 

なまし鉄線 #10(3.2mm)  kg Ｔ４１９０ 

暗渠排水管  10.00 ｍ ＳＰ２０５７ 

フィルター材   m3 ＳＰ２０５８ 

吸出し防止材設置 t= 10mm  m2 ＳＰ２０７５ 

土木用遮水シート t= 0.5mm  m2 ＴＣ７７０ 

普通作業員  0.40 人 袋詰め込み 

普通作業員  0.30 人 
張付け仕上げ 

止釘打込み 

普通作業員  0.36 人 中詰め土採取 

植生土のう  40 袋 幅40cm×長さ60cm 

止   釘  0.04 ｔ SD295A  D10 

（注） 1．富山県治山林道自然公園標準図集 コルゲートフリューム水路工の設置に係る歩掛である。 

2．コルゲートフリューム及び暗渠排水の規格毎の資材数量は、標準図集による。 

3．本歩掛は、治山事業のうち、地すべり防止施設及び山腹工の水路工には適用できない。 

4．ストラットは、必要に応じて別途計上する。 

 

１－４－10 【 省 略 】 

 

１－５ 【 省 略 】 

 

１－４－７ コルゲートフリューム水路工 

１－４－７－１ 【 省 略 】 

 

１－４－７－２ ＳＺＫ１２の子施工 （ＳＺＫＫ１） 

コルゲートフリューム水路工設置歩掛                  10ｍあたり 

名  称 規  格 数 量 単位 適   要 

コルゲートフリューム  10.00 ｍ ＳＰ２０６６ 

(新設)  (新設) (新設)  

止杭打込 φ10cm×1.5ｍ 8 本 ＳＰ２１０１ 

なまし鉄線 #10(3.2mm)  kg Ｔ４１９０ 

暗渠排水管  10.00 ｍ ＳＰ２０５７ 

フィルター材   m3 ＳＰ２０５８ 

吸出し防止材設置 t= 10mm  m2 ＳＰ２０７５ 

土木用遮水シート t= 0.5mm  m2 ＴＣ７７０ 

普通作業員  0.40 人 袋詰め込み 

普通作業員  0.30 人 
張付け仕上げ 

止釘打込み 

普通作業員  0.36 人 中詰め土採取 

植生土のう  40 袋 幅40cm×長さ60cm 

止   釘  0.04 ｔ SD295A  D10 

（注） 1．富山県治山林道自然公園標準図集 コルゲートフリューム水路工の設置に係る歩掛である。 

2．コルゲートフリューム及び暗渠排水の規格毎の資材数量は、標準図集による。 

3．本歩掛は、治山事業のうち、地すべり防止施設及び山腹工の水路工には適用できない。 

(新設) 

 

１－４－８ 【 省 略 】 

 

１－５ 【 省 略 】 

 

字句修正 

 

 

 

 

歩掛改正 

(施工パッケージ

型積算方式の改正

による)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 
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新 旧 対 照 表   【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】 （共通事項・治山事業・林道事業） 

改 正 後 現   行 備  考 

 

治  山  事  業 

 

２－１ ～ ２－３ 【 省 略 】 

 

２－４ 保育・保安林改良事業 

【 省 略 】 
２－４－１ 地  拵 （Ｓ６５８１） 

 【 省 略 】 

（注） 1．本表は全刈の場合である。筋刈の場合は0.8倍とする。 

2．刈残し幅の上層木の中断切り及び整理を含む。 

3．本表は、植栽（Ｂ）に適用する。植栽（Ａ）は森林整備保全事業標準歩掛（Ｓ６１００ 

人力地拵え）、海岸植栽は「２－４－６下刈り（Ｓ６５９２）」を適用する。 

4．下層植生が混生している場合は、原則として主たる植生の歩掛を全面積に適用する。 

5．植生区分は「２－４(1)②植生の密度」により判定する。 

6．補正係数は「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－２ 植栽・補植 

１．施工歩掛 

（１）植栽工・補植工（総合） 歩掛（Ｓ６５８２） 

 【 省 略 】 

（注）1．植穴の大きさは、直径・深さとも30㎝程度を標準とする。 

2．本表の植栽・補植には、植栽地点を中心として60㎝四方の地被物、根切等の軽度 

の地拵を含む。 

3．苗木人肩運搬は、森林整備保全事業標準歩掛（Ｓ６１１１）により必要に応じて計上 

すること。 

4．苗畑渡しの苗木を計上する場合は、「２－４－25苗木自動車運搬（Ｓ６６１１）」 

により運搬費を別途計上すること。 

 

（２）植栽・補植（植栽（Ａ））歩掛（Ｓ６５８３） 

 【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

（３）植栽・補植（植栽（Ｂ））歩掛（Ｓ６５８４） 

 【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

 

治  山  事  業 

 

２－１ ～ ２－３ 【 省 略 】 

 

２－４ 保育・保安林改良事業 

【 省 略 】 
２－４－１ 地  拵 （Ｓ６５８１） 

 【 省 略 】 

（注） 1．本表は全刈の場合である。筋刈の場合は0.8倍とする。 

2．刈残し幅の上層木の中断切り及び整理を含む。 

3．本表は、植栽（Ｂ）に適用する。植栽（Ａ）は森林整備保全事業標準歩掛（Ｓ６１００ 

人力地拵え）、海岸植栽は「２－３－６下刈り（Ｓ６５９２）」を適用する。 

4．下層植生が混生している場合は、原則として主たる植生の歩掛を全面積に適用する。 

5．植生区分は「２－３(1)②植生の密度」により判定する。 

6．補正係数は「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－２ 植栽・補植 

１．施工歩掛 

（１）植栽工・補植工（総合） 歩掛（Ｓ６５８２） 

 【 省 略 】 

（注）1．植穴の大きさは、直径・深さとも30㎝程度を標準とする。 

2．本表の植栽・補植には、植栽地点を中心として60㎝四方の地被物、根切等の軽度 

の地拵を含む。 

3．苗木人肩運搬は、森林整備保全事業標準歩掛（Ｓ６１１１）により必要に応じて計上 

すること。 

4．苗畑渡しの苗木を計上する場合は、「２－３－25苗木自動車運搬（Ｓ６６１１）」 

により運搬費を別途計上すること。 

 

（２）植栽・補植（植栽（Ａ））歩掛（Ｓ６５８３） 

 【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

（３）植栽・補植（植栽（Ｂ））歩掛（Ｓ６５８４） 

 【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字修正 

 

 

 

 

誤字修正 

 

 

 

誤字修正 
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新 旧 対 照 表   【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】 （共通事項・治山事業・林道事業） 

改 正 後 現   行 備  考 

 

（４） 【 省 略 】 

 

（５）植栽・補植（肥料木）歩掛（Ｓ６５８６） 

 【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－２ 【 省 略 】 

 

２－４－４ 客  土（Ｓ６５８８） 

客土歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．客土の人肩運搬は、必要に応じて森林整備保全事業標準歩掛（Ｓ５１００）により別途計上す

ること。 

2．補正係数は、「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－５ 施  肥（Ｓ６５８９） 

施肥歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－６ 【 省 略 】 

 

２－４－７ 雪 起 し （Ｓ６５９４） 

雪起し歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．事前に雪起し本数を調査する。 

2．控木（株）がない場合は木杭打歩掛を加算する。 

3．縄運搬は「２－４－23 縄人肩運搬（Ｓ６１０１）」により計上する。 

4．補正係数は「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－８ 根 踏 み（Ｓ６５９５） 

根踏み歩掛  

【 省 略 】 

（注）1．支柱設置に使用する割竹は長さ１ｍ、幅３㎝、１本当り重量0.25㎏を標準とし、 

人肩運搬を計上する場合は、「２－４－24 人肩運搬（肥料）（Ｓ６１１３）」により別途計

上する。 

2．補正係数は「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

（４） 【 省 略 】 

 

（５）植栽・補植（肥料木）歩掛（Ｓ６５８６） 

 【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－２ 【 省 略 】 

 

２－４－４ 客  土（Ｓ６５８８） 

客土歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．客土の人肩運搬は、必要に応じて「治山林道必携 設計積算編：施工パッケージ型積算方式」

により別途計上すること。 

2．補正係数は、「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－５ 施  肥（Ｓ６５８９） 

施肥歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－６ 【 省 略 】 

 

２－４－７ 雪 起 し （Ｓ６５９４） 

雪起し歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．事前に雪起し本数を調査する。 

2．控木（株）がない場合は木杭打歩掛を加算する。 

3．縄運搬は「２－３－23 縄人肩運搬（Ｓ６１０１）」により計上する。 

4．補正係数は「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－８ 根 踏 み（Ｓ６５９５） 

根踏み歩掛  

【 省 略 】 

（注）1．支柱設置に使用する割竹は長さ１ｍ、幅３㎝、１本当り重量0.25㎏を標準とし、 

人肩運搬を計上する場合は、「２－４－24 人肩運搬（肥料）（Ｓ６１１３）」により別途計

上する。 

2．補正係数は「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

 

 

 

 

誤字修正 

 

 

 

 

 

 

歩掛改正 

(施工パッケージ

型積算方式の改正

による) 

誤字修正 

 

 

誤字修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字修正 
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新 旧 対 照 表   【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】 （共通事項・治山事業・林道事業） 

改 正 後 現   行 備  考 

 

２－４－９ つ る 切（Ｓ６５９６） 

つる切歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

 2．つるの密度区分は、次表により判定する。    

【 省 略 】 

 

２－４－10 枝 落 し（Ｓ６５９７） 

枝落し歩掛                             （１haあたり） 

区  分 単位 
樹   高   区   分 

6.5ｍ以下 10.0ｍ以下 13.0ｍ以下 16.0ｍ以下 

枝落し高      ｍ 1.5 2.5 3.5 5.5 

普通作業員 人 7.0 10.5 14.0 17.5 

残存本数      本 1,800 1,500 1,150 850 

（注）1．上表の残存本数を基準として現場ごとに補正を行うこと。 

2．補正係数は「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－11 【 省 略 】 

 

２－４－12 除伐（天然林）（Ｓ６５９９） 

除伐（天然林）歩掛  

【 省 略 】 

（注）1．本歩掛は植生本数の30％の除伐を標準としている。 

2．本歩掛は選木を含む。 

3．上層植生区分は「２－４(1)②植生の密度」により判定する。 

4．補正係数は「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－13 歩道刈払（Ｓ６６０２） 

歩道刈払歩掛  

【 省 略 】 

（注） 1．植生区分は「２－４(1)②植生の密度」により判定する。 

 

２－４－14 ～ ２－４－15 【 省 略 】 

 

 

 

 

 

２－４－９ つ る 切（Ｓ６５９６） 

つる切歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

 2．つるの密度区分は、次表により判定する。    

【 省 略 】 

 

２－４－10 枝 落 し（Ｓ６５９７） 

枝落し歩掛                             （１haあたり） 

区  分 単位 
樹   高   区   分 

4.5ｍ以下 6.5ｍ以下 10.0ｍ以下 13.0ｍ以下 16.0ｍ以下 

枝落し高      ｍ 0.8 1.5 2.5 3.5 5.5 

普通作業員 人 4.2 7.0 10.5 14.0 17.5 

残存本数      本 2,200 1,800 1,500 1,150 850 

（注）1．上表の残存本数を基準として現場ごとに補正を行うこと。 

2．補正係数は「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－11 【 省 略 】 

 

２－４－12 除伐（天然林）（Ｓ６５９９） 

除伐（天然林）歩掛  

【 省 略 】 

（注）1．本歩掛は植生本数の30％の除伐を標準としている。 

2．本歩掛は選木を含む。 

3．上層植生区分は「２－３(1)②植生の密度」により判定する。 

4．補正係数は「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

 

２－４－13 歩道刈払（Ｓ６６０２） 

歩道刈払歩掛  

【 省 略 】 

（注） 1．植生区分は「２－３(1)②植生の密度」により判定する。 

 

２－４－14 ～ ２－４－15 【 省 略 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字修正 

 

 

 

 

 

 

歩掛改正 

(樹高区分見直し) 

 

 

 

誤字修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

誤字修正 

 

 

 

 

 

誤字修正 
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新 旧 対 照 表   【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】 （共通事項・治山事業・林道事業） 

改 正 後 現   行 備  考 

 

２－４－16 標柱設置（Ｓ６６０５） 

標柱設置歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－４(2)①傾斜区分」を適用する。 

2．境界杭の種別は、現場条件にあわせて選択すること。 

 

２－４－17 ～ ２－４－23 【 省 略 】 

 

２－４－24 人肩運搬（肥料）（Ｓ６１１３） 

（1）人肩運搬(肥料)歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．この歩掛は、保育事業において肥料(割竹)を人肩運搬により行う場合に適用する。 

2．この歩掛は、荷積み～人肩運搬～人力取卸しの一連の作業に適用する。 

3．本表は、原則として２００ｍ以内の運搬に適用する。 

4．本表には、人肩用のモッコ代を含む 

5．200ｍを超える場合は、次により計算する。※小数点以下３位四捨五入 

 

運搬歩掛 ＝       ×定乗数（Ｂ）＋定加数（Ａ） 

 

（2）補正係数 

 地形等により高低差がある場合は、下記の式により補正した距離の歩掛りを適用する。 

 なお、運搬距離（Ｌ）は、水平直線距離で運搬始点（自動車道）から作業地（中間点） 

までの距離とし、直高１ｍ登るごとに距離６ｍを加える。 

 (削除) Ｌ(換算距離)＝Ｈ(水平距離)＋６ｍ×ｈ(登る高さ) 

 (削除) 

 

２－４－25 ～ ２－４－26 【 省 略 】 

 

２－５ ～ ２－７ 【 省 略 】 

 

２－４－16 標柱設置（Ｓ６６０５） 

標柱設置歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．補正係数は「２－３(2)①傾斜区分」を適用する。 

2．境界杭の種別は、現場条件にあわせて選択すること。 

 

２－４－17 ～ ２－４－23 【 省 略 】 

 

２－４－24 人肩運搬（肥料）（Ｓ６１１３） 

（1）人肩運搬(肥料)歩掛 

【 省 略 】 

（注）1．この歩掛は、保育事業において肥料(割竹)を人肩運搬により行う場合に適用する。 

2．この歩掛は、荷積み～人肩運搬～人力取卸しの一連の作業に適用する。 

3．本表は、原則として２００ｍ以内の運搬に適用する。 

4．本表には、人肩用のモッコ代を含む 

5．200ｍを超える場合は、次により計算する。※小数点以下３位四捨五入 

 

運搬歩掛 ＝       ×定乗数（Ｂ）＋定加数（Ａ） 

 

（2）補正係数 

 地形等により高低差がある場合は、下記の式により補正した距離の歩掛りを適用する。 

 なお、運搬距離（Ｌ）は、水平直線距離で運搬始点（自動車道）から作業地（中間点） 

(追加) 

 ① 順勾配 Ｌ(換算距離)＝Ｈ(水平距離)＋６ｍ×ｈ(高低差) 

 ② 逆勾配 Ｌ(換算距離)＝Ｈ(水平距離)×[1.0～0.8](補正係数) 

 

２－４－25 ～ ２－４－26 【 省 略 】 

 

２－５ ～ ２－７ 【 省 略 】 

 

 

 

 

誤字修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩掛改正 

(他歩掛との整合

を図る) 

 

運搬距離 

定距離（Ｃ） 
運搬距離 

定距離（Ｃ） 
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新 旧 対 照 表   【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】 （共通事項・治山事業・林道事業） 

改 正 後 現   行 備  考 

 

林  道  事  業 

 

３－１ 【 省 略 】 

 

３－２ 構造物関係 

３－２－１ ～ ３－２－５ 【 省 略 】 

 

３－２－６ 丸太伏工（林道）（Ｓ５４９８） 

丸太伏工（林道）歩掛                       （10ｍあたり） 

名  称 数 量 単位 摘  要 

丸太伏工 10.0 ｍ Ｓ５４９３ 

コンクリート 
ＢＦ側溝 0.11 m3 

Ｓ５２０９ 
Ｌ型側溝 0.10 m3 

（注） 1．富山県治山林道自然公園標準図集（木－６－１、木－６－２） 

2．本歩掛は、伏せ丸太をかすがいで連結し、土砂及び軟岩ⅠＡの切土法尻に設置する

丸太伏工に適用する。 

3．伏せ丸太をアンカーピン等で法面に固定する場合には、必要な経費を別途計上する。 

4．必要に応じ、防腐処理、防草シートを別途計上する。 

5．本歩掛には、20m程度の現場内小運搬を含む。 

 

３－３ 【 省 略 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林  道  事  業 

 

３－１ 【 省 略 】 

 

３－２ 構造物関係 

３－２－１ ～ ３－２－５ 【 省 略 】 

 

３－２－６ 丸太伏工（林道）（Ｓ５４９８） 

丸太伏工（林道）歩掛                       （10ｍあたり） 

名  称 数 量 単位 摘  要 

丸太伏工 10.0 ｍ Ｓ５４９３ 

コンクリート 
ＢＦ側溝 0.12 m3 

Ｓ５２０９ 
Ｌ型側溝 0.11 m3 

（注） 1．富山県治山林道自然公園標準図集（木－６－１、木－６－２） 

(新設) 

2．伏せ丸太をアンカーピン等で法面に固定する場合には、必要な経費を別途計上する。 

(新設) 

3．本歩掛には、20m程度の現場内小運搬を含む。 

 

３－３ 【 省 略 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩掛改正 

(R3.7.15付け森政

第 402 号森林政策

課長通知による) 
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新 旧 対 照 表   【治山・林道事業標準歩掛表（富山県版）】 （共通事項・治山事業・林道事業） 

改 正 後 現   行 備  考 

 

３－４ 測量業務 （用地測量関係） 

３－４－１ 用地補足測量 

【 省 略 】 
 

３－４－１－１ 境界測量（ＳＥ１３０） 

境界測量標準歩掛                             1.0haあたり 

作業区分 

内 
外 
業 
の 
別 

編     成 延 人 日 数 機 

械 

経 

費 

率 

 

％ 

材 

料 

費 

率 

 

 

％ 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測

量

補

助

員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

境界測量 

内  1 1 1   0.7 0.7 0.7  2.1 

2.5 2.5 外  1 1 1 1  1.4 1.4 1.4 1.4 5.6 

計       2.1 2.1 2.1 1.4 7.7 

 

３－４－１－２ 境界点間測量（ＳＥ１３１） 

境界点間測量標準歩掛                           1.0haあたり 

作業区分 

内 
外 
業 
の 
別 

編     成 延 人 日 数 機 

械 

経 

費 

率 

 

％ 

材 

料 

費 

率 

 

 

％ 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測

量

補

助

員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

境界点間 
測  量 

内  1 1 1   0.2 0.4 0.4  1.0 

3.5 3.5 外  1 1 1   1.2 1.2 1.2  3.6 

計       1.4 1.6 1.6  4.6 

 

３－４－２ ～ ３－４－３【 省 略 】 

 

３－４ 測量業務 （用地測量関係） 

３－４－１ 用地補足測量 

【 省 略 】 
 

３－４－１－１ 境界測量（ＳＥ１３０） 

境界測量標準歩掛                             1.0haあたり 

作業区分 

内 
外 
業 
の 
別 

編     成 延 人 日 数 機 

械 

経 

費 

率 

 

％ 

材 

料 

費 

率 

 

 

％ 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測

量

補

助

員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

境界測量 

内  1 1 1   0.7 0.7 0.7  2.1 

3.0 2.5 外  1 1 1 1  1.4 1.4 1.4 1.4 5.6 

計       2.1 2.1 2.1 1.4 7.7 

 

３－４－１－２ 境界点間測量（ＳＥ１３１） 

境界測量標準歩掛                             1.0haあたり 

作業区分 

内 
外 
業 
の 
別 

編     成 延 人 日 数 機 

械 

経 

費 

率 

 

％ 

材 

料 

費 

率 

 

 

％ 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測

量

補

助

員 

測 
量 
主 
任 
技 
師 

測 
量 
技 
師 

測 
量 
技 
師 
補 

測 
量 
助 
手 

測 
量 
補 
助 
員 

計 

境界点間 
測  量 

内  1 1 1   0.2 0.4 0.4  1.0 

2.5 3.5 外  1 1 1   1.2 1.2 1.2  3.6 

計       1.4 1.6 1.6  4.6 

 

３－４－２ ～ ３－４－３【 省 略 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩掛改正 

 

 

 

字句修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩掛改正 

 


